
渡り鳥や野鳥の糞により農場敷地内にウイルスが残存する可能性を
念頭に、鶏舎内へのウイルス侵入防止対策を徹底してください！
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茨城県で高病原性鳥インフルエンザの
疑似患畜を確認！！ 国内 ５６ 例目

(茨城県：県内３例目)

例目 所在地 飼養状況 通報等 疑似患畜確定日

５４ 福岡県古賀市 約４００羽（だちょう：エミュー） 死亡羽数増加 １月３日
５５ 新潟県村上市 約１３０万羽（採卵鶏） 死亡羽数増加 １月６日

家きんの異状を見つけたら、速やかに家畜保健衛生所へ通報を！

★死亡率の急激な上昇（通常の2倍以上）
★鳥インフルエンザを疑うような症状
【高病原性および低病原性鳥インフルエンザの特定症状】
沈うつ、鶏冠・肉垂等のチアノーゼ、産卵率の低下、まとまった死亡 等

発生予防のための基本的な対策を必ず徹底してください！

①農場内、鶏舎周囲の消毒（消石灰等）

②農場入退場時の手指消毒

③長靴の消毒は汚れをしっかり落としてから実施。家きん舎ごとの長靴使用

消毒薬は、汚れによって消毒効果が減退します！
こまめな交換を心がけてください！

④ネズミや野鳥の侵入防止対策
⑤車両消毒の実施

家きん舎、ネット、柵に
破損がありましたら、すみやかに修繕を！！

所 在 地： 茨城県城里町
飼養状況： 約９３万羽
経 緯： １月８日、農場から死亡羽数の増加がみられる旨の通報を受け、

県が農場へ立入り。
１月９日、遺伝子検査の結果、高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜と確認。


